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■■問合せ問合せ　いきいき高齢課 ☎２０ｰ３０２１  ファクス２１ｰ３２５４　いきいき高齢課 ☎２０ｰ３０２１  ファクス２１ｰ３２５４

地域包括支援センター地域包括支援センター
　地域包括支援センターは、介護や福祉、医療などに関する　地域包括支援センターは、介護や福祉、医療などに関する

高齢者の総合相談窓口として設置されている機関であり、どな高齢者の総合相談窓口として設置されている機関であり、どな

たでも利用できます。高齢者やその家族などが抱えるさまざまたでも利用できます。高齢者やその家族などが抱えるさまざま

な悩みや困りごとについて、主任ケアマネジャーや社会福祉士、な悩みや困りごとについて、主任ケアマネジャーや社会福祉士、

保健師などの専門職員が相談に応じます。保健師などの専門職員が相談に応じます。

さまざまな相談を受けていますさまざまな相談を受けています

栃本地区栃本地区

犬伏地区犬伏地区

界地区界地区

吾妻地区吾妻地区

飛駒地区飛駒地区

氷室地区氷室地区

田沼北部田沼北部
地区地区

田沼南部田沼南部
地区地区

葛生、常盤、氷室

堀米、旗川、赤見

佐野、犬伏

植野、界、吾妻

くずう

佐野厚生

さの社協

佐野市医師会

（葛生あくと保健センター内）

住所：あくと町３０８４　  ☎８４ｰ３１１１☎８４ｰ３１１１

住所：堀米町１７２８　　　☎２７ｰ０１００☎２７ｰ０１００

（佐野厚生総合病院内）

（佐野市総合福祉センター内）

住所：大橋町３２１２-２７　☎２２ｰ８１２９☎２２ｰ８１２９

（佐野医師会病院内）

住所：植上町１６７７　　　☎２０ｰ２０１１☎２０ｰ２０１１

どんな相談ができるの？どんな相談ができるの？
●●    「要支援１・２」または基本チェックリストで「事業対象者」に該当になったときに、「要支援１・２」または基本チェックリストで「事業対象者」に該当になったときに、

　介護予防・生活支援サービスなどを利用したい　介護予防・生活支援サービスなどを利用したい

●● 佐野市で開催する介護予防教室などに参加したい佐野市で開催する介護予防教室などに参加したい

●● 高齢者や家族に対する相談がある高齢者や家族に対する相談がある

●● 高齢者に対する虐待の防止など権利擁護について知りたい　など高齢者に対する虐待の防止など権利擁護について知りたい　など 詳しくは▲

葛生地区葛生地区

常盤地区常盤地区

田沼地区田沼地区

戸奈良戸奈良
地区地区

三好地区三好地区

佐野地区佐野地区
旗川地区旗川地区

植野地区植野地区

堀米地区堀米地区

赤見地区赤見地区

新合地区新合地区

野上地区野上地区

田沼、田沼南部・北部、栃本、戸奈良、三好、野上、新合、飛駒

佐野市民病院
住所：田沼町１８３２-１　 ☎６２ｰ８２８１☎６２ｰ８２８１

（佐野市民病院内）

▲

受付時間　受付時間　８：３０～１７：００（土日祝、年末年始を除く）８：３０～１７：００（土日祝、年末年始を除く）
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市内市内のの観光名所観光名所ををライトアップライトアップしますします

■問合せ　観光推進課 ☎２７-３０１１

　夜の観光として、毎年多くの方にご好評いただいている「さのあかり」

を今年も開催します！

人間国宝田村耕一美術館（庭園内入場無料）

▲

日時　１１月８日 ㈯ ・９日 ㈰ 　１６：００～２０：００

　　　　１１月１４日 ㈮ ～１６日 ㈰ 　１６：００～２０：００

【会場特設催し】

①キッチンカーなど飲食ブース設置

②美術館内割引（来場者向け特典）

③天明鋳物の展示

唐沢山城跡・唐澤山神社

▲

日時 １１月２２日 ㈯ ～２４日 （月・祝） 　１６：００～２０：００

　　　　１１月２９日 ㈯ ・３０日 ㈰ 　１６：００～２０：００

【会場特設催し】

①キッチンカーなど飲食ブース設置

②プロジェクションマッピング　１１月２２日 ㈯ ～２４日 （月・祝）のみ開催

③天体観測　１１月２９日 ㈯ ・３０日 ㈰ のみ実施

詳しくは▲

こども誰でも通園制度こども誰でも通園制度が始まりますが始まります

　保育所などに入所していない乳幼児が、保護者の就労の有無にかかわらず、月１０時間まで通園できます。

子どもにとっては、家庭以外の人と関わる機会が得られます。保護者にとっては、保育士に子育ての悩みを相

談したり、家庭とは違う環境で過ごす子どもを見る・知ることで、子どもの成長を客観的に捉えることができ

ます。利用には事前の手続きが必要です。手続き方法は市ホームページをご覧ください。
▲

実施時期　令和７年１１月～

▲

実施場所　あづま保育園　

※今後、利用できる施設を追加する予定

▲

対象　次の①～③を全て満たすお子さん

①利用時点で６カ月～満３歳未満

②市内在住

③認可保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所、

事業所内保育事業所または企業主導型保育施設に通っていない

▲

定員　１日３人まで　

※１人につき１カ月当たり１０時間まで

▲

費用　１時間当たり３００円

■問合せ　保育課 ☎２０-３０３８

詳しくは▲

③認可保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所、

事業所内保育事業所または企業主導型保育施設に通っていない
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